
（平成２１年３月18日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 7 件

年金記録確認長野地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



長野国民年金 事案 477 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年５月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年５月 

    平成８年５月 20 日に会社を退職し、同年６月６日に次の会社に入る前に

Ａ市Ｂ支所で国民年金の手続を行ったのに、時期は忘れたが、１か月分の

国民年金保険料の納付書が送付されてきて、今ごろと思ったが、銀行で納

付した記憶がある。申立期間の保険料が未納とされていることには納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「時期は忘れたが、１か月分の国民年金保険料の納付書が送付

されてきて、今ごろと思ったが、銀行で納付した記憶がある。」と主張して

いるところ、申立人が所持する年金手帳の「国民年金の記録欄」において、

申立期間の記載は無いが、社会保険庁のオンライン記録により、申立期間の

保険料の納付書が平成 10年５月 18日に発行されたことが確認できる。 

このことは、申立人が、平成 10 年３月 1 日に厚生年金保険を喪失し、同年

５月に第３号被保険者への切替手続を行った際、社会保険事務所において申

立期間（８年５月）が国民年金未加入期間であることが判明し、同事務所に

おいて、申立人の 10 年３月の第３号被保険者資格取得処理と同時に８年５月

の国民年金の加入手続を職権で行い、納付書が発行されたと推認でき、申立

内容に不自然さはみられない。 

また、申立人は、昭和 52 年６月に国民年金に任意加入し、未加入期間は

あるものの、申立期間を除き、厚生年金保険への切替手続及び第３号被保険

者への切替手続を適切に行っていることから、納付意識は高かったと認めら

れ、申立期間も１か月と短期間であり、納付書も発行されていることを考え

合わせると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を未納のままとしていた

とは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。



長野国民年金 事案 478 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年４月から 53 年３月までの期間、54 年１月から同年３月

までの期間及び 54 年 12 月から 55 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年４月から 53年３月まで 

             ② 昭和 54年１月から同年３月まで 

             ③ 昭和 54年 12月から 55年３月まで 

    昭和 50 年ごろ、それまで国民年金に加入していなかったが、市役所から

の特例納付のお知らせにより、過去に未納であった国民年金保険料をさか

のぼって納付し、商売も軌道に乗っていたので、その後は、妻が夫婦二人

分の保険料を納付しており、申立期間が未納とされていることには納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年 10 月ごろに国民年金に加入後、特例納付制度及び過

年度納付制度を利用し、過去の国民年金保険料未納分を納付し、その後、申

立期間を除き、60 歳に至るまでの保険料を納付し続けており、納付意識が高

かったと認められる。 

また、申立人は、「商売も軌道に乗っていたので、その後は、妻が夫婦二

人分の国民年金保険料を納付した。」と主張しており、申立期間①について

は領収印は無いが、保険料を納付したことを裏付ける領収書（昭和 53 年 12

月 22 日受領）が存在している上、当委員会の調査で見付かったＡ市の国民年

金被保険者名簿（紙台帳）において、申立期間①、②及び③の保険料が納付

されていることを示す「この年度納付済」又は定額保険料を納付したことを

示す「○定

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

」のゴム印が押印されていることが確認できることから、同名簿の

記録を正しい納付記録であると考えるのが妥当である。 



長野厚生年金 事案 197 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録（昭

和 41年３月 28日）を 39年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を同

年６月から同年９月までは 14,000円、同年 10月から 41年２月までは 16,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年６月１日から 41年３月 28 日まで 

昭和 35 年９月にＡ社に入社し、社長が同じ関連会社であるＢ社への異動

を命ぜられた。その後、39 年に再びＡ社に異動し、43 年４月に退職するま

で継続して勤務していたのに申立期間に厚生年金保険の記録が無いので、厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び元同僚の証言により、申立人は社長が同一人であるＢ社

及びＡ社に継続して勤務し（昭和 39年６月１日にＢ社からＡ社に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めら

れる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、元同僚及び申立人の申立期間前

後の社会保険事務所の記録から、昭和 39 年６月から同年９月までは 14,000

円、同年 10月から 41年２月までは 16,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、保険料を納付したと主張しているが、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は無く、仮に事業主から申立人に係る被保険者資格

の取得届が提出された場合、その後申立期間に行われるべき事業主による健康

保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及びこれに基づく定時決定の



いずれの機会においても、社会保険事務所が当該届出を記録しないことは考え

難いことから、事業主から社会保険事務所への資格の取得に係る届出は行われ

ておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 39年６月から 41

年２月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に

係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



長野国民年金 事案 474 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年１月から 41 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年１月から 41年７月まで 

    昭和 38 年１月ごろ、夫は病院に勤務し厚生年金保険に加入していたが、

私は主婦だったので、当時住んでいたＡ市の隣組組織で国民年金の任意加

入手続を行い、国民年金保険料は隣組長から配布された金額の記載された

納税袋に入れておき、２か月に１回自宅に集金に来た隣組長に渡して納付

していた。 

申立期間が未加入とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿により、

昭和 52 年 12 月 20 日にＡ市に払い出されていることが確認できることから、

申立人がこのころに国民年金の加入手続を行ったことが確認できる上、同市

の国民年金被保険者名簿及び社会保険庁の特殊台帳（マイクロフィルム）に

より、35 年 10 月１日（その後、37 年 10 月 26 日に訂正）にさかのぼって国

民年金の被保険者資格を取得していることが確認でき、それ以前に別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらな

い。 

   また、申立人は、Ａ市の隣組組織で国民年金の任意加入手続を行い、国民

年金保険料を納付していたと主張しているが、同市では、隣組組織による保

険料の収納は行われていたものの、任意加入手続を隣組組織で受け付けるこ

とは無かったことが確認できる。 

   さらに、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（日記、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



長野国民年金 事案 475 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年５月から 53 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年５月から 53年４月まで 

    20 歳になった昭和 49 年５月に市役所で国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料は毎月農協の支所で納付していた。申立期間当時勤務してい

た工務店では厚生年金保険に加入しておらず、代わりに毎月の給料に国民

年金手当 5,000 円が含まれていたことを覚えており、申立期間が未納とさ

れているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 49 年５月に国民年金の加入手続を行ったと

主張しているが、国民年金手帳記号番号払出簿及び職権適用者名簿により、

申立人の国民年金手帳記号番号が 53 年８月 31 日に職権で払い出されている

ことが確認できるとともに、申立人が所持する年金手帳により、49 年５月に

さかのぼって国民年金の被保険者資格を取得していることが確認でき、それ

以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付について、「毎月納付

しており、過年度納付や特例納付を行ったことは無い。」としている上、申

立人が職権により国民年金に加入した昭和 53 年８月の時点において、申立

期間のうち、49 年５月から 51 年６月までの保険料については、時効により

過年度納付することができない。 

   さらに、申立人は、「申立期間当時勤務していた工務店では厚生年金保険

に加入しておらず、代わりに毎月の給料に国民年金手当 5,000 円が含まれて

いたことを覚えている。」と主張しているが、昭和 49 年５月の国民年金保

険料月額は 900 円であるとともに、53 年４月の保険料月額でも 2,730 円であ



り、申立内容には不自然さがみられる。 

   加えて、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（日記、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



長野国民年金 事案 476 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年１月から 47 年５月までの期間及び 52 年３月から同年６

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年１月から 47年５月まで 

② 昭和 52年３月から同年６月まで 

    昭和 55 年に市役所で国民年金の加入手続を行い、36 年４月までさかの

ぼって資格取得したが、市職員から、「今、特例納付で 30 万円を納付しな

いと、将来年金がもらえない。」と言われたので、消費者金融から 30 万円

を借り、55 年５月ごろに市役所で全額納付したにもかかわらず、申立期間

が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する年金手帳により、申立人が昭和 55 年５月ごろに国民年金

の加入手続を行い、36 年４月１日にさかのぼって国民年金の被保険者資格を

取得していることが確認でき、社会保険庁の特殊台帳（マイクロフィルム）

において、55 年６月に、36 年４月から同年５月までの期間及び 38 年８月か

ら 40 年 12 月までの期間の国民年金保険料を特例納付していることが確認で

きるものの、申立期間の保険料についても特例納付していたことを示す記録

は無い。 

   また、申立人が特例納付した記録のある期間は、昭和 55 年５月の時点にお

いて、申立人が年金受給権を確保するために特例納付することが必要であっ

た期間とおおむね一致する上、当該期間に申立期間を加えた全未納期間を特

例納付した場合の納付金額は約 45 万円であり、申立人が納付したと主張す

る 30万円とは大きく異なる。 

   さらに、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（日記、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



長野国民年金 事案 479 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 42 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 42年５月まで 

    昭和 36 年ごろ、隣組の組長から勧められて国民年金に加入し、国民年金

保険料は組長の集金により納付していたので、申立期間が未加入とされて

いるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する年金手帳及びＡ市の国民年金被保険者名簿（電算記録）

により、申立人は、平成７年６月 21 日に国民年金被保険者資格を強制で取得

していることが確認でき、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、「組長の集金で月

に１回 100 円を納付した。」と主張しているが、当時のＡ市では納税組合を

通じて世帯単位に納入通知書を配布し、年４回、３か月分ずつ納税組合で取

りまとめて保険料を納付していたことが、昭和 36 年６月１日発行の市報に

より確認できる上、申立人が所持する年金手帳は、49 年 11 月以降に発行さ

れているオレンジ色調の１冊のみであり、申立人にほかの年金手帳をもらっ

た記憶が無いことから、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付状況

が不明である。 

さらに、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（日記、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



長野厚生年金 事案 198 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28年８月１日から 37年２月 20 日まで 

厚生年金保険の請求のために、平成９年 10 月ごろＡ社会保険事務所にＢ

社Ｃ工場の加入期間について照会したところ、脱退手当金が支給されている

と回答があり驚いた。どうしても納得できず、Ｄ社会保険事務所にも照会し

たが、同様の回答であった。 

Ｂ社Ｃ工場を退職するときに、厚生年金被保険者証を渡され、「就職する

こともあるかもしれないので、もったいないからこれはこのままにして、こ

の被保険者証を大切に保管しておくように。」と言われたので脱退手当金を

請求するはずがない。 

申立期間について、脱退手当金の支給記録を取り消し、厚生年金の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたＢ社Ｃ工場の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立人の資格喪失日前後に資格を喪失し受給要件を満たしている女性

87名のうち、82名に支給記録があり、このうち 76名は、厚生年金保険資格喪

失日から約６か月以内に脱退手当金の支給決定が行われていることから、当該

事業所においては、事業主による代理請求が慣例的に行われ、申立人について

も代理請求が行われた可能性が高いと考えられる。 

また、申立人の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、Ｂ社Ｃ工場の

資格喪失日から約３か月後の昭和37年５月19日に脱退手当金の支給決定が行

われている上、社会保険業務センターが保管する被保険者台帳には、厚生省か

ら脱退手当金の裁定庁に対して、同年４月 13 日に脱退手当金の算定のために

必要となる標準報酬月額等を回答したことが記録されているなど、一連の事務



処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる特段の事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



長野厚生年金 事案 199 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年 12月 10日から 50年４月 15日まで 

昭和 48年５月から 50年８月まで継続してＡ社に勤務し、経理及び社会保

険事務などを担当していたが、申立期間に厚生年金保険ではなく国民年金に

加入していたことになっていることは納得できない。 

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における雇用保険の加入記録では、昭和 49年 12月 12日離職、

50年４月 15日再取得となっており、申立期間に当該事業所に雇用されていた

ことが確認できず、その資格取得日及び離職日は厚生年金保険の資格取得日及

び喪失日とほぼ一致する上、公共職業安定所の記録により、49 年 12 月 12 日

に離職した後に離職票が交付され、求職者給付の受給手続が行われたことが確

認できる。 

また、当該事業所は、厚生年金保険の適用事業所を昭和 54年３月 31日に全

喪しており、当時の関係資料（賃金台帳、源泉徴収簿等）の所在は不明であり、

当該事業所の会計業務を受託していた会計事務所では、「当時の関係資料は既

に廃棄している。」と説明している上、このほか、申立期間について申立人が

事業主より給与から厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。



長野厚生年金 事案 200 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年５月１日から 40年１月１日まで 

Ａ社の厚生年金被保険者期間について、脱退手当金が支給されたことにな

っているが、退社時に脱退手当金の説明は無かったし、請求した覚えも無く、

帰郷してすぐに入院したので脱退手当金はもらっていない。今も付き合いの

ある元同僚は、脱退手当金を請求していないので、受給していないと話して

いる。 

申立期間について、脱退手当金の支給済み記録を取り消し、厚生年金の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人の資格喪失日前後に資格を喪失し受給要件を満たしている女性 24 名の

うち、16 名に支給記録があり、いずれも厚生年金保険資格喪失日から６か月

以内に脱退手当金の支給決定が行われていることから、当該事業所においては、

事業主による代理請求が慣例的に行われ、申立人についても代理請求が行われ

た可能性が高いと考えられる。 

また、申立人の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、資格喪失日か

ら約１か月後の昭和40年２月10日に脱退手当金の支給決定が行われている上、

申立人が勤務していた当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立人及び申立人の資格喪失日前後に資格を喪失し脱退手当金の支給記

録がある女性 16 名は、いずれも脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が

記されているなど、脱退手当金に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 

なお、申立人が脱退手当金を受給していない者として援用している元同僚２



名は、１名はそもそも脱退手当金の受給要件を満たしていない者であり、もう

１名は記録上脱退手当金の支給決定を受けている者である。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる特段の事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



長野厚生年金 事案 201 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年４月 17日から 44年７月 30 日まで 

Ａ社Ｂ工場退職後に「厚生年金保険脱退手当金支給決定通知書」が届いた。

この通知書に「～この決定に不服のあるときは、この通知書を受けとつた日

の翌日から 60日以内に社会保険審査官に審査請求をすることができます。」

と記載されていたので、不服申立てをせずに 60 日経てば脱退手当金が送金

されてくるのだろうと思っていたが、送金されてこなかったので、申立期間

はそのまま被保険者期間として存続したのだろうと思っていた。 

しかし、昭和 63 年に社会保険事務所で年金記録の確認をしたところ、申

立期間について脱退手当金が支給済みとなっているという回答を得た。 

    脱退手当金を実際に受け取っていないのに、脱退手当金が支給されたとの

取扱いになっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

「厚生年金保険脱退手当金支給決定通知書」は、脱退手当金の支給を決定し

た際に請求人に通知されるものであるが、申立人は当該通知書を所持しており、

これが申立人に送付されたにもかかわらず、申立人が社会保険事務所に問い合

わせもしなかったことを踏まえると、申立人の意思に基づかないで脱退手当金

が請求されたものとは認め難い。 

また、申立人の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る厚生年金保険資格喪失日から約１か月後の昭和44年８月22日に支給決定さ

れている上、申立人が勤務していたＡ社Ｂ工場の健康保険厚生年金保険被保険

者原票において、申立人及び申立人の被保険者資格喪失日前後に資格を喪失し

脱退手当金の支給記録がある女性 12 名には、いずれも脱退手当金の支給を意

味する「脱」の押印があるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる特段の事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



長野厚生年金 事案 202 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月から 39年８月まで 

② 昭和 39年９月から同年 10月まで 

申立期間①については、Ａ社Ｂ局Ｃ区で、臨時雇用員として働いた。申立

期間②については、Ａ社Ｄ支社Ｅ所で、試用員として働いた。 

申立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、元上司及び元同僚の証言により、昭和 38 年４月

１日から 39 年８月までＡ社Ｂ局（現在は、Ｆ社Ｇ支社）Ｃ区に臨時雇用員

として、勤務していることが認められる。 

しかし、Ａ社Ｂ局では、Ａ社通達に基づき臨時雇用員等が厚生年金保険に

加入できるようにするため、昭和 38 年 10 月１日に適用事業所となったが、

当時労務担当責任者であった元職員は、「臨時雇用員は厚生年金保険に加入

できるようになったが、加入できる者は採用前提の臨時雇用員（毎年８月又

は９月に実施する採用試験に合格した者）であって、そうでない臨時雇用員

は加入させていなかった。」と説明しているところ、38年 12月に臨時雇用員

として申立人と同じ職場に所属した元同僚は、「申立人はこの時点において

採用前提の臨時雇用員ではなかった。」と証言している。 

また、社会保険事務所の保管するＡ社Ｂ局における健康保険厚生年金保険

被保険者原票では、申立期間において被保険者資格を取得した者の健康保険

の整理番号は連番で欠番が無く、申立人の氏名は無い上、このほか、申立期

間について申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除されてい

たことをうかがわせる関係資料及び周辺事情は見当たらない。 



 

２ 申立期間②については、Ｈ社が保管する人事履歴カードにより、昭和 39

年９月から同年 10 月まで試用員として、Ａ社Ｄ支社（現在は、Ｈ社Ｉ事業

本部）Ｅ所に勤務していることが確認できる。 

しかし、Ａ社Ｄ支社では、昭和 39 年４月１日に厚生年金保険の適用事業

所となったが、当該支社は、「当時の試用員の厚生年金保険加入の取扱いに

ついては不明で回答できない。」と説明している上、昭和 39年９月にＡ社Ｂ

局からＡ社Ｄ支社Ｅ所に、申立人と同じく試用員として転籍した元同僚３名

も、社会保険事務所のオンライン記録により、申立人と同様に申立期間に係

る期間は厚生年金保険の被保険者となっていないことが確認できる。 

また、社会保険事務所の保管するＡ社Ｄ支社における健康保険厚生年金保

険被保険者原票では、申立期間において被保険者資格を取得した者の健康保

険の整理番号は連番で欠番が無く、申立人の氏名は無い上、このほか、申立

期間について申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除されて

いたことをうかがわせる関係資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



長野厚生年金 事案 203 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年８月 20日から 37 年 10月 30日まで 

    兄のつてでＡ社に入社しダム建設の仕事に従事した。申立期間について、

給与から厚生年金保険料を控除されていたと思うので、厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の兄の証言及び申立人が所持する「Ａ社Ｂ建設所」と印刷された賃金

明細書（封筒）により、申立人が、当時Ａ社の建設所で就労していたことは推

認できるものの、Ａ社では、「正社員は全員、人事記録、退職者台帳及び社員

名簿に記載されるが、申立人の氏名は記載されていないことから、申立人は当

社の正社員ではない。当時建設所で採用され直接建設工事に携わった者と思わ

れる。」と説明している。 

また、申立人が所持する賃金明細書（封筒）では、給与支給額以外の控除額

記載が無いため厚生年金保険料の控除を確認することができない上、 Ａ社で

は、「当時、建設所で採用された者は、長期間就業した者もいたが基本は短期

の日々雇用という契約形態で、厚生年金保険の加入対象者ではなかった。」と

説明している。 

 さらに、申立人は、社会保険事務所の記録により、他の事業所で厚生年金保

険に加入する以前の昭和 36年４月から 38年３月まで、国民年金に加入してい

ることが確認でき、厚生年金保険に加入しながら国民年金保険料を納付し続け

ることは考え難い。 

このほか、申立人が事業主より給料から厚生年金保険料を控除されていたこ

とをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



長野厚生年金 事案 204 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年７月から 33年６月まで 

    申立期間について、Ａ社で勤務し、製造現場にて部品加工の業務に従事し

た。その間、給与から何か控除されていた記憶があるので、申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主及び元同僚の証言により、申立期間において、申立人がＡ社（現在は、

Ｂ社）に勤務していたことは認められる。 

しかし、事業主は、「当時、社員の厚生年金保険加入については、見習い期

間後に長期勤務の可能性や勤務態度等を勘案して、当時の社長（故人）が個々

に決定していたのではないかと思う。」と説明しているほか、昭和 30年代に当

該事業所に勤務していた 10 名の元社員の証言から、このうち７名が、厚生年

金保険に加入するまで入社後２か月から２年程度の期間を要していることか

ら、当時、全員が入社後すぐに厚生年金保険に加入させる取扱いでなかったこ

とが推認できる。 

また、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険

者原票により、申立期間及びその前後において、健康保険証の整理番号は連番

で欠番が無く、申立人の氏名は無い。 

さらに、当該事業所では、当時の関係資料（人事記録、賃金台帳、源泉徴収

簿等）は既に廃棄しており、このほか、申立人が事業主より給与から厚生年金

保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


